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基本目標１　自然を守り歴史を伝える　憩いのまち

〈巾着田〉

分野別の施策

〈夏祭り〉

１．自然環境 ２．歴史・文化（１）緑と清流の保全

（２）地球温暖化やその他の環境
　　問題への取組

（１）文化財の保護と歴史の継承

（２）芸術文化の振興
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１．自然環境

基本目標１　自然を守り歴史を伝える　憩いのまち

◦�本市は、関東百名山の一つである日和田山や清流高麗川に代表される豊かな自然を有しています。今後も
将来にわたり、日和田山や清流高麗川、巾着田などの豊かな自然環境・景観を守り、自然の中で生息する
生物多様性の保全を行っていく必要があります。
◦�市民主体の環境保全活動をサポートするとともに、市民一人一人の環境保全意識を高めていく必要があり
ま��す。
◦�エネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出により、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、砂漠化など多
岐にわたる問題が深刻化しています。そのため、太陽光発電設備やその他の省エネルギー機器の設置補助、
今後の新しい技術による再生可能エネルギーの導入を積極的に推進していくことが必要です。
◦�東日本大震災以降、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを進めていくことが求められています。その
ためには、防災拠点や避難場所などにも資源が枯渇しない再生可能エネルギーシステムの導入が必要です。

　豊かな自然を次世代に引き継ぐため、自然環境の保全や地球温暖化対策を推進します。

施　策　目　標

現 状 と 課 題

図表　ガス種別温室効果ガス排出量の経年変化
（出典）埼玉県「埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013 年度（平成 28 年１月）」
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（１）緑と清流の保全
◦�日和田山や高麗川をはじめとする豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、緑と清流の保護や環境保全活
動に市民と協働で取り組みます。
◦�市民はもとより、未来を担う多くの子どもたちに本市にある自然の豊かさを学べる機会を提供します。

（２）地球温暖化やその他の環境問題への取組
◦�地球温暖化防止対策を推進するため、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化など、環境負荷が少な
いライフスタイルの実現に向けた意識啓発を行います。
◦在来の生態系に影響を及ぼす特定外来生物の防除対策を推進します。

施 策 の 展 開

成　果　指　標

〈市役所屋上の太陽光パネル〉〈天神淵〉

成果指標名 単位 指標の算出方法・説明又は出典 実績値 目標値
平成32年度

環境に関するボランティア参加人数 人 下草刈り等の作業に参加したボ
ランティアの年間人数

207
（平成26年度） 300

河川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
環境基準の達成率 ％

市内河川の汚濁指数（BOD）の達
成状況（環境基準達成測定地点
数）／全測定地点数×100

95
（平成26年度） 100

市内における温室効果ガス排出量 千t
-CO2

埼玉県が算出している温室効果
ガス排出量の推計値

1,309
（平成25年度） 950
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２．歴史・文化

基本目標１　自然を守り歴史を伝える　憩いのまち

◦�本市には、国指定の文化財である「高麗村石器時代住居跡」、「高麗家住宅」などの貴重な文化財が数多くあり、
これらは、文化、歴史、風土が育んできたものです。また、「続日本紀（しょくにほんぎ）」には、「霊亀２
年（西暦 716 年）に高麗人 1,799 人を武蔵国に移して高麗郡を置いた」とあり、このことは本市の歴史の
大きな特色となっています。
◦�平成 26 年４月には、建築年代が分かる大型の建造物で、客殿をもつ高麗郷古民家（旧新井家住宅）が、市
内で初めて国登録有形文化財（建造物）に登録されました。
◦�歴史的、文化的な遺産を守り、郷土の歴史文化を後世に伝えていくことは、郷土意識を高めるためにも重
要な取組の一つであり、さまざまなイベントを通じて文化財の活用を図っていく必要があります。
◦�近年、退職後に趣味や生きがいとして芸術、文化活動を始める人が増えています。より多くの市民が芸術
や文化活動に触れ、楽しみながら活動を行うことができるよう、引き続き芸術文化の振興を図っていくこ
と必要となります。

　文化財の保護と活用、歴史・伝統文化の継承と、市民の芸術・文化の振興を図ります。

施　策　目　標

現 状 と 課 題

図表　民俗資料館入館者数の推移

950

2,950

4,950

6,950

8,950

10,950

12,950

14,950

16,950

18,950
16,721

8,619

10,167

6,274

9,831 9,587

（人）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成26年度平成25年度

基
本
目
標
１　

自
然
を
守
り
歴
史
を
伝
え
る　

憩
い
の
ま
ち



4948

（１）文化財の保護と歴史の継承
◦�ふるさとに残る歴史的、文化的価値のある貴重な文化財を次世代に伝えるため、文化財の指定を行い、そ
の保護、保存、継承に努めます。
◦�歴史的遺産に関する調査を行うとともに、資料の整理、保管、活用など、次世代への継承に努めます。

（２）芸術文化の振興
◦�市民の日頃の芸術・文化活動の成果を発表する場を提供します。
◦�心豊かで充実した市民生活を過ごせるよう、市民の自主的な芸術・文化活動を支援します。
◦�優れた芸術・文化に触れる機会をつくります。

施 策 の 展 開

成　果　指　標

〈高麗家住宅〉〈発掘調査風景〉

成果指標名 単位 指標の算出方法・説明又は出典 実績値 目標値
平成32年度

民俗資料館入館者数 人 民俗資料館の年間入館者数 9,587
（平成26年度） 11,000�

市美術展の作品数
入場者数

点
人

市美術展の作品数
入場者数

175
1,093

（平成26年度）

200
1,200
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